
一般会計・特別会計の決算状況
会 計 歳　入 歳　出 差　引　額
一 般 会 計 279 億 6,414 万円 271 億 9,554 万円 ７億 6,860 万円 

特
　
別
　
会
　
計

国民健康保険事業 91 億 7,986 万円 89 億 1,248 万円 ２億 6,738 万円
下水道事業 15 億 5,970 万円 15 億 923 万円 5,047 万円
駐車場事業 8,818 万円 8,665 万円 153 万円
介護保険 54 億 416 万円 52 億 7,074 万円 １億 3,342 万円
後期高齢者医療 15 億 5,392 万円 15 億 4,423 万円 969 万円

小　　計 177 億 8,582 万円 173 億 2,333 万円 ４億 6,249 万円
合        　　 計 457 億 4,996 万円 445 億 1,887 万円 12 億 3,109 万円

①市民１人あたりの納税額と支出額
市財政の基本的収入である市税は、固定資産税や法人市民税の増

加などにより、昨年度より約 1.4 億円増収の 91.1 億円となりました。
市民１人あたりの納めた額は 12 万 2,688 円で、使われたお金は

36 万 6,285 円のため、支出した額全体の 33.5％ということになります。

②一般会計の借金は 191 億 5,565 万円
道路の整備、学校の大規模改造などには多額の経費が必要なため、

国や都、銀行などから市債として借り入れをしています。平成 25 年度
は五中校舎大規模改造や八小トイレ大規模改造、臨時財政対策債の
ために、総額で 16 億 6,000 万円の市債を発行しました。

平成 25 年度末の市債の残高は下図のとおりで、全体では市民 1 人
あたり25 万 7,999 円となっています。また、市の貯金である基金は、
積立額が取り崩し額を 7 億 4,375 万円上回り、残高は 29 億 8,742 万
円となりましたが、市民一人あたりでは４万 236 円で、26 市平均の
６万 3,508 円と比
べると低い水準に
なっています。

市庁舎をはじめ
とする公共施設の
耐 震 化 や、 市 税
の減収など不測の
事態に対応するた
め、今後も積極的
に基金への積み立
てを行う必要があ
ります。

家 計 簿 の 説 明

市が行う仕事は、皆さんが納めた税金をはじめ、国や都の補助
金、国・都・銀行などからの借入金などを基に行われています。
平成 25 年度の決算の状況は、行政運営の基本的な事業を行うた
めの「一般会計」と国民健康保険などの特別な事業を行うための

「特別会計」を合わせた歳入（収入）の決算額が、457 億 4,996 万円、
歳出（支出） の決算額が、445 億 1,887 万円 となりました。今回は特に、
平成 25 年度の一般会計でどのくらい収入があり、どのようなことに
使われたのかお知らせします。

問合せ　財政課財政係☎ 497・1810

健全化判断比率 清瀬市の値 早期健全化
の基準値

財政再生の
基準値

実質赤字比率 ※ 12.79 20.00
連結実質赤字比率 ※ 17.79 30.00
実質公債費比率 5.1 25.0 35.0
将来負担比率 43.2 350.0 基準なし 
※赤字が発生していないため、数値を表していません。

資金不足比率 清瀬市の値 経営健全化基準
下水道事業特別会計 ※ 20.0
※資金不足が発生していないため、数値を表していません。

平 成 25 年 度 主 要 事 業 の 執 行 状 況

　「地方公共団体の財政の健全化に関する
法律」に基づき、平成19年度決算から、市
の財政状況を示す健全化判断比率及び資金
不足比率の公表が義務付けられています。

歳　入

目的別分類と性質別分類とは

～すべての比率で基準をクリア～

収入（＝歳入）

①

①

③

支出（＝性質別歳出）

歳　出

一般会計の内訳

目的別歳出を　　　　　　　　　　 に置き換えると市民１人あたりの経費

ご家庭の家計簿性質別歳出を　　　　　　　　に置き換えると

給与

①～③は、右記「家計簿の説明」をご覧ください。

平成 24 年度 平成 24 年度平成 25 年度 平成 25 年度
日常経費 6 万 1,542 円32 万 2,954 円 31 万 4,180 円 6 万 1,662 円

12 万 2,051 円 11 万 7,450 円12 万 2,688 円 12 万 1,139 円
2 万 8,957 円 2 万 9,085 円20 万 266 円 19 万 3,041 円
3 万 8,891 円 3 万 8,924 円4,291 円 4,359 円
3 万 6,323 円 3 万 6,738 円3,473 円 4,555 円
4 万 1,373 円 4 万 1,732 円10,645 円 8,447 円

594 円 566 円2 万 2,358 円 2 万 5,145 円
1 万 5,598 円 1 万 4,455 円1 万 2,916 円 1 万 5,816 円

2 万 956 円 1 万 8,933 円

36 万 6,285 円 35 万 9,545 円37 万 6,637 円 37 万 2,502 円

1 万 352 円 1 万 2,957 円

医療費・保育費

ローンの返済

家賃収入 日用品・光熱費

雑収入 自治会費
貯金の引き出し 子どもへの仕送り（

（

（
）

）

）

ローン 雑費

前月（年）からの繰り越し

来月（年）への繰り越し

貯金

家の増改築費

合計 合計

・基本給

・諸手当
国・都支出金
地方交付税など

（市税）

（基本給 + 諸手当） （人件費）

（扶助費）

（公債費）

（物件費）

（積立金）

（普通建設事業費）

（補助費等）

（維持補修費など）

（繰入金）

（市債）

（繰越金）

（使用料、手数料）
諸収入、財産収
入、寄付金

特別会計
への繰出金

多 摩 26 市 平 均 で は、
市民１人あたりの納めた
額 が 16 万 9,316 円 で、
使われた額は 34 万 1,388
円のため、支出した額全
体に対して税収の占める
割合が 49.6％となってい
ます。清瀬市は他市に比
べ税収が少ない状況にあ
り、地方交付税や国・都
からの補助金などで支出
を賄っています。

歳出（支出）の見方として、
使う目的ごとに分類した「目的
別分類」と経済的な性質ごとに
分類した「性質別分類」の２つ
があります。 

目的別分類は、どのような行
政分野に幾ら使ったかを知るこ
とができます。性質別分類は、
市の財政運営や健全性、市の施
策を知ることができます。

①安全で安心な潤いあるまち ②「人間性」を尊重し人をはぐくむまち ③活気あふれる交流の広がるまち（続き）

学童クラブ・老人いこいの家を耐震化
※耐震性能が低いと診断された学童クラブと老人いこいの家を耐震改修。

6,500 万円 せせらぎ保育園・上宮保育園の施設整備を補助
※待機児童解消のため、私立保育園の施設整備を補助。

2 億 9,659 万円 きよせニンニンスタンプ事業を実施
※抽選により商品券が当たるスタンプラリーで市内商店街を活性化。

389 万円

雨水幹線の整備工事（下水道事業特別会計）
※豪雨による浸水を解消するため雨水幹線を整備（４年計画の 1 年目）。

１億 6,960 万円 第 1 保育園の０歳児受け入れを準備
※第１保育園に 0 歳児クラスを新設（定員６人、平成 26 年４月から開設）。

577 万円 ロボットセミナーを開催
※清瀬大会の競技会優秀者が全国大会へ出場し、２部門で優勝。 59 万円

市道 0222 号線（清瀬駅北口第２駐輪場西側）歩道を拡幅
※交通量の多い市道 0222 号線に 2.5㍍幅の歩道を設置。 １億 1,855 万円 赤ちゃんのチカラプロジェクトを実施

※生命を大切にする心を育（はぐく）む「命の教育」を全小・中学校で推進。
98 万円 清瀬ひまわりフェスティバルを開催

※来場者は過去最高の６万 1,000 人。 260 万円

市道 0209 号線（清中～柳瀬川通り）にガードパイプを設置
※歩行者の安全を確保するため、約 260㍍の区間にガードパイプを設置。 616 万円 特別支援学級に ICT 機器を導入（インクルーシブ教育モデル事業）

※タブレット端末などを活用し、市内の子どもたちとの交流を促進。 673 万円 「清瀬の民俗行事と民俗芸能」を発行
※「清瀬市歴史・文化双書第１巻」として作成。

268 万円

五中校舎・八小トイレの大規模改造工事
※老朽化した校舎やトイレを大規模改造。

３億 7,047 万円 博物館特別展（太田隆司展）を開催
※清瀬市出身のペーパーアーティスト太田隆司氏の作品展を開催。 277 万円 ④豊かな自然環境と住環境が調和するまち

マンホールトイレの設置（八小・清明小・三中）
※災害時に避難所となる小・中学校の敷地内にマンホールトイレを設置。 509 万円 ③活気あふれる交流の広がるまち オオムラサキ育成用ケージの設置

※国蝶オオムラサキの孵化（ふか）と観賞会を行うためのケージを設置。
786 万円

MCA 無線の購入
※災害時の連絡手段となる MCA（マルチチャンネルアクセス）無線を購入。 1,479 万円 スポーツ祭東京 2013（東京国体）の開催

※下宿第三運動公園サッカー場で女子サッカー競技を実施。
3,250 万円 「環境フェア」と「きよせ川まつり」を合わせて開催

※「きよせの環境・川まつり」を開催し、環境や自然への関心を促進。
161 万円

備蓄食糧の購入
※災害時の避難者及び帰宅困難者用の食糧を購入（５年計画の２年目）。 989 万円 地域農業者を支援

※農業用パイプハウスの張り替えや農機具の購入を助成。
404 万円 学校施設の緑化を推進

※八小・四中の運動場を芝生化。
１億 1,310 万円

家具転倒防止用器具を支給
※震災に備え家具転倒防止器具を無償支給。

264 万円 野塩地域市民センターの設備を改修
※老朽化した電気・空調設備を改修。 4,410 万円 太陽光発電システム等設置を補助

※太陽光発電機器や家庭用燃料電池（エネファーム）の設置を助成。
718 万円

市民１人あたりの額は、市の決算額を人口（7 万 4,247 人、
平成 26 年 3 月 31 日現在）で割って算出しています。

４万 871 円
■市役所本庁舎の管理
市民１人あたり 1,194 円

市民１人あたり

市民１人あたり

市民１人あたり

市民１人あたり

市民１人あたり

市民１人あたり

決算額は

市民１人あたり 市民１人あたり

決算額は

市民１人あたり

19 万 5,384 円

民生費：145.1 億円 公債費：21.5 億円

土木費：11.1 億円

その他：22.0 億円

■保育園の運営
公立・私立保育園に通っている園児
１人あたり 205 万 2,050 円
■学童クラブの運営
学童クラブに通っている児童
１人あたり 24 万 6,778 円
■児童センターの運営
18 歳以下の子ども１人あたり 7,965 円

3 万 4,110 円
■小学校の運営
児童１人あたり 17 万 5,851 円
■中学校の運営
生徒１人あたり 36 万 7,955 円
■図書館の運営
市民１人あたり 3,419 円

２万 2,454 円
■ごみの処理
市民１人あたり 1 万 4,637 円
■予防接種
市民１人あたり 1,916 円

１万 4,944 円
■道路整備
市民１人あたり 2,490 円
■公園管理
市民１人あたり 1,890 円

2 万 8,957 円

279 億 6,414 万円
37 万 6,637 円 36 万 6,285 円

271 億 9,554 万円

市が借りた市債の返済のために

２万 9,565 円
■消防費
市民１人あたり 1 万 3,294 円
■議会の運営
市民１人あたり 3,322 円

教育費：25.3 億円

総務費：30.3 億円

決算に基づく
健全化判断比率などの公表
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　　　　　　多摩 26 市平均
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清瀬市と多摩 26市の納めたお金
と使われたお金の比較

納めた
お金
納めた
お金

納めた
お金
納めた
お金

使われ
たお金
使われ
たお金

（万円）

36万 6,285 円

12 万 2,688 円12 万 2,688 円
16 万 9,316 円16 万 9,316 円

34 万 1,388 円

使われ
たお金
使われ
たお金

その他
22.0 億円
8.1％

その他
22.0 億円
8.1％

民生費
145.1 億円
53.3％

民生費
145.1 億円
53.3％

総務費
30.3 億円
11.2％

総務費
30.3 億円
11.2％

教育費
25.3 億円
9.3％

教育費
25.3 億円
9.3％

公債費
21.5 億円
7.9％

公債費
21.5 億円
7.9％

衛生費
16.7 億円
      6.1％

衛生費
16.7 億円
      6.1％

目的別歳出状況

性質別歳出状況

土木費
11.1 億円
   4.1％

土木費
11.1 億円
   4.1％

福祉などにかか
る費用

教育活動に
かかる費用

健康、環境
保全、清掃
などにかか
る費用

道路や公園の
整備などにか
かる費用

市の借金
返済にか
かる費用

市役所の維持管理
などにかかる費用

扶助費
90.6 億円
33.3％

扶助費
90.6 億円
33.3％

福祉などの手当・給付
にかかる費用

人件費
45.7 億円
16.8％

人件費
45.7 億円
16.8％

職員の給与、社会
保険料など

繰出金
30.7 億円
11.3％

繰出金
30.7 億円
11.3％

一般会計から特別会計に
繰り出されるお金

物件費
28.9 億円
10.6％

物件費
28.9 億円
10.6％

市庁舎などの光熱
水費・清掃費・消耗
品費など

補助費等
27.0 億円
9.9％

補助費等
27.0 億円
9.9％

市民団体への
補助費用など

公債費
21.5 億円
7.9％

公債費
21.5 億円
7.9％

市債（借金）の
返済にかかる
費用

普通建設事業費
15.6 億円
5.7％

普通建設事業費
15.6 億円
5.7％

公共施設の工事
などにかかる費用

その他
12.0 億円
4.5％

その他
12.0 億円
4.5％

その他
37.1 億円
13.2％

その他
37.1 億円
13.2％ 市税

91.1 億円
32.6％

市税
91.1 億円
32.6％

地方交付税
41.1 億円
14.7％

地方交付税
41.1 億円
14.7％

国庫支出金
50.5 億円
18.1％

国庫支出金
50.5 億円
18.1％都支出金

43.2 億円
15.5％

都支出金
43.2 億円
15.5％

市債
16.6 億円
5.9％

市債
16.6 億円
5.9％

市民税・固定資産税など

都からの補助金など

国・都・銀行
などから借り
たお金

使用料・手
数料など

地域格差をなくすため
国が交付するお金

国からの補助金など
③義務的経費は増

計画に基づいた行財政改革を着実に推進するなど、効率的な行政
運営に努めています。しかしながら、高齢化の進展などに伴う扶助
費の増加により、義務的経費（支出が義務付けられているお金で人
件費、扶助費、公債費を合わせたもの）は近年増加傾向にあります。

義務的経費は、
平 成 24 年 度と比
較すると、生活保
護費や障害者福祉
費が増加したこと
により、3.7 億 円
増額しました。こ
の義務的経費の増
加が、市の財政課
題となっています。

衛生費：16.7 億円

平成 25 年度一般会計決算の状況をお知らせします平成 25 年度一般会計決算の状況をお知らせします

26・10・1526・10・15

　ほっとファミリー（親と一緒に暮らすこ
とができない子どもを一定期間養育してい
ただく家庭）の普及を目的に、体験発表会
を実施します。
　現在、子どもを受託されている養育家庭
の方に、子育てに関するエピソードや苦労、
喜びを語っていただきます。
日時　10 月 20 日㈪午前 10 時～正午
場所　児童センター
※保育あり。（要予約・先着 5 人程度）
※社会的養護の専門家による講演会も予定
しています。養育家庭制度に関心がある方、
子育て支援に関わる方や子育て中の方もぜ
ひご参加ください。
申込み　電話で子ども家庭支援センター☎
495・7701 へ

―どうしていますか？ あなたの老いじた
　く
　相続などの話題を分かりやすく解説して
いただきます。相談会も開催します。先着
40 人。
日時　11 月７日㈮午前 10 時～ 11 時 45 分

（講義）・正午～午後３時ごろ（相談会）
場所　消費生活センター
講師　司法書士　武藤進氏
※保育あり・要予約。
申込み　10 月 15 日午前９時から直接また
は電話で消費生活センター☎ 495・6211 へ

　秋の草木で染色を学びます。先着 20 人
（市内在住・在学の方優先。10 月 23 日以
降も定員に満たない場合は、市外の方も先
着順に受け付け）
日時　10 月 29 日㈬午前 10 時～午後３時
場所　郷土博物館
費用　3,500 円
講師　中村千代氏
持ち物　バケツ・ゴム手袋・エプロン・洗
濯
た く

バサミ 2 個・ビニール袋・昼食 ( 外出可 )
申込み　10 月 15 日から電話で郷土博物館
☎ 493・8585 へ

　10 月 19 日㈰の市民まつりで、市内３大
学の教授による相談コーナー（社会福祉・
薬・健康などについて）が、午前 11 時～
午後２時に設置されます。お気軽にどうぞ。
問合せ　企画課企画調整担当☎ 497・1802

　スリッパ飛ばし大会など芝生の上で過ご
すイベントを開催します。
日時　10 月 25 日㈯午後１時～３時（雨天
中止）
場所　七小
※直接会場へ。
問合せ　七小円卓世話人・長縄☎ 080・31
58・1004

　市では、「誰にでも分かりやすく、使い
やすいホームページ」を目指して、デザイ
ンを一新したり、閲覧ランキングを新たに
設けるなど、 10 月 14 日㈫からホームペー
ジをリニューアルしました。また、清瀬に
親しみを持ってもらえるように、皆さんが
撮影した市内の風景や四季折々の自然、街

養育家庭（ほっとファミリー）体験発表会

消 費 生 活 講 座

秋 の 染 物 教 室

清 瀬 市 大 学 連 携「 ま ち の 保 健 室 」

第 ２ 回 七 小 芝 生 ま つ り

市 ホ ー ム ペ ー ジ を リ ニ ュ ー ア ル

並みなどを応募いただ
き、掲載するコーナー

「きよせ市民時計」を
設置しました。
　新しくなった市ホー
ムページをぜひご覧く
ださい。
問合せ　秘書広報課広
報広聴係☎ 497・1808

５ 市 役 所 に お 電 話 を い た だ く 場 合 に は、 市 外 局 番
（042）か ら お か け く だ さ い ま す よ う お 願 い し ま す。 ４ダイヤルイン番号をご利用される場合は、

市外局番（042）からおかけください。

②


